
中
国
法
制
は
悠
久
な
歴
史
を
有
し
て
お
り
、

内
容
が
豊
富
で
あ
る
。
中
国
法
制
史
研
究
は
二

〇
世
紀
に
も
急
速
に
発
展
を
遂
げ
て
い
る
。

一

九
九
九
年
法
律
出
版
社
か
ら
、
全
十
巻
五

一
〇

万
字
に
及
ぶ
大
著

『中
国
法
制
通
史
』
が
刊
行

さ
れ
た
。
本
書
は
張
晋
藩
が
編
集
主
幹
を
つ
と

め
、
中
国
四
十
余
の
大
学

・
法
学
系
大
学
院
お

よ
び
研
究
機
関
、
学
者
六
十
数
名
の
充
実
し
た

研
究
成
果
を
踏
ま
え
、
二
〇
年
の
歳
月
を
経
て
、

精
緻
な
協
力
の
末
に
こ
の
大
業
を
成
就
さ
せ
た
。

本
書

『中
国
法
制
通
史
』
は
歴
代
王
朝
を
縦

糸
と
し
、
各
部
門
の
法
律
を
横
糸
に
と
り
、
縦

横
の
交
錯
、
縦
横
の
呼
応
を
は
か
り
、
中
国
歴

史
上
の
さ
ま
ざ
ま
な
法
律
事
象
が
現
出
し
発
展

す
る
、
そ
の
基
本
的
脈
絡
と
重
要
規
則
を
系
統

的
に
深
く
掘
り
下
げ

て
論
じ
て
い
る
。
緻
密
な

資
料
準
備
と
内
容
豊
か
な
研
究
成
果
に
基
づ
き
、

本
書
の
執
筆
者
は
い
く

つ
か
の
重
要
領
域
で
新

し
い
観
点
を
提
示
し
、
中
国
歴
史
上
の
法
律
制

度
、
法
律
理
論
、
法
律
原
則
の
形
成
原
因
お
よ

び
社
会
作
用
に
そ
れ
ぞ
れ
適
切
な
解
釈
を
施
し

て
い
る
。
本
書
は
二
〇
世
紀
中
国
法
制
史
学
の

研
究
成
果
、
と
り
わ
け
近
年
発
掘

・
発
見
を
み

た

「地
下
文
物
、
社
会
習
慣
調
査
、
歴
史
桜
案
、
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私
家
筆
記
、
撤
文
、
標
語
、
ス
ロ
ー
ガ
ン
、
規

ア
　

約
、
教
義
、
軍
律
」
お
よ
び
敦
煙
文
書
、
郷
規

民
約
、
宗
教
規
訓
、
行
会
規
訓
等
を
含
ん
だ
新

し
い
各
種
法
律
資
料
を
緻
密
慎
重
に
扱
い
、
こ

こ
数
年
の
学
会
に
お
け
る
最
新
の
研
究
成
果
に

十
分
な
注
意
を
払
っ
て
全
面
的
な
総
括
を
施
し

て
い
る
。
本
書
の
執
筆
者
に
は
多
数
の
優
秀
な

若
手

・
中
堅
の
学
者
が
含
ま
れ
て
お
り
、
す
べ

て
の
者
は
各
研
究
領
域
で
重
要
な
成
果
を
収
め

て
い
る
。
こ
の

『中
国
法
制
通
史
』
は
中
国
学

術
界
の
中
国
法
制
史
学
に
お
け
る
最
新
の
研
究

レ
ベ
ル
を
代
表
し
て
お
り
、
そ
れ
は
二
〇
世
紀

中
国
法
制
史
学
の
研
究
成
果
の
系
統
的
な
総
括

と
な
っ
て
い
る
。

本
書
の
重
要
な
学
問
的
貢
献
は
、
中
国
歴
史

上
の

「地
域
交
流
と
民
族
融
合
」
を
通
じ
て
法

律
の
進
歩
を
実
現
す
る
、
そ
の
歴
史
過
程
を
詳

細
に
的
確

に
論
じ
て
い
る
点
に
あ
る
。
法
律
の

発
展
と
進
歩
に
は

一
定
の
歴
史
的
契
機
が
必
要

で
あ
る
。
政
権
の
延
長
継
続
、
王
朝
の
交
替
は

法
律
制
度

の
進
歩
に
対
し
て
い
ず
れ
も

一
定
の

役
割
を
果
た
し
た
が
、
歴
史
的
に
み
れ
ば
、
法

律
の
発
展
と
進
歩
の
多
く
は
、
王
朝
の
革
命
的

な
交
替
に
伴
う
地
域
交
流
と
民
族
融
合
の
影
響

が
大
き
い
。
『中
国
法
制
通
史
』
は
法
律
思
想
や

法
律
制
度
の
重
要
な
発
展
に
基
づ
き
な
が
ら
、

中
国
の
歴
史
に
お
い
て
法
律
の
進
歩
に
影
響
を

大
き
く
与
え
た
、
三
度
の
大
規
模
な
地
域
交
流

と
民
族
融
合
に
つ
い
て
内
容
豊
か
な
分
析
を
施

し
て
い
る
。

最
初
の

「地
域
交
流
と
民
族
融
合
」
に
よ
る

法
律
の
発
展
は
戦
国
時
代
に
現
出
す
る
。
こ
の

時
期
、
大
国
は
覇
権
を
争
い
小
国
は
生
存
を
は

か
っ
た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
目
標
を
実
現
す
る
た
め

に
、
政
治
、
軍
事
、
経
済
、
法
律
、
文
化
等
の

面
で
、
価
値
あ
る
も
の
を
相
互
に
取
り
入
れ
、

相
互
に
長
所
を
得
て
短
所
を
補

っ
て
、
全
般
的

に
み
れ
ば
法
律
の
進
歩
を
全
面
的
に
推
進
し
た
。

『中
国
法
制
通
史
』
第
二
巻

『戦
国
・秦
漢
』
は

戦
国
時
代
の
地
域
文
化
が
法
律
の
発
展
に
与
え

た
深
刻
な
影
響
を
詳
細
に
検
討
し
て
い
る
。
著

者
は
こ
の
時
期
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
提
示

す
る
。
「戦
国
時
代
の
法
律
制
度
や
法
律
思
想
が

そ
れ
ぞ
れ
違
っ
た
タ
イ
プ
を
形
成
す
る
際
に
は
、

主
に
次

の
三
つ
の
地
域
文
化

の
影
響
を
受
け

た
」。
こ
の
三
大
地
域
文
化
と
は
、
斉
魯
文
化
、

楚
文
化
、
晋
文
化
で
あ
る
。
「斉
国
は
商
業
が
繁

栄
し
、
経
済
が
発
達
し
、
君
臣
思
想
が
活
発
盛

ん
で
、
か
つ
そ
の
精
神
は
開
放
的
で
あ
り
、
国

子
監
は
諸
子
学
派
に
対
し
て
多
く
の
学
術

・
思

想
を
許
し
、
百
家
争
鳴
の
局
面
形
成
に
優
れ
て

自
由
な
空
問
を
提
供
し
た
。
発
達
し
た
経
済
に

よ
っ
て
人
々
は
功
利
主
義
的
価
値
を
身
に
ま
と

い
、
開
放
的
な
精
神
が
政
治
改
革
の
内
部
環
境

を
育
成
し
た
」。
「斉
文
化
が
自
由
闊
達
な
気
風

で
、
"議
論
を
好
み
"
、
完
備
さ
れ
た
法
制
を
備

え
て
い
た
の
と
比
べ
て
、
魯
文
化
は
儒
学
を
旨

と
し
、
礼
の
制
度
を
完
備
し
た
、
周
密
で
価
値

一
元
的
な
地
域
の
特
徴
を
体
現
し
て
い
る
。
こ

の
文
化
の
特
徴
も
ま
た
魯
国
の
法
制
に
影
響
を

　　
　

与
え
た
」。
楚
国
の
地
は
長
江
中
流
に
位
置
し
、

民
俗
は

「巫
術
や
霊
魂
を
信
じ
、
祭
祀
を
重

　
ヨ
　

ん
じ
」
、
道
家
の
学
説
が
興
っ
た
の
は
、
こ
れ
ら

地
域
文
化
の
影
響
を
受
け
た
か
ら
で
あ
る
。
楚

国
の
訴
訟
手
続
き
は
誓
約
や
占
ト
の
役
割
を
重

ん
じ
司
法
制
度
が
か
な
り
発
達
し
て
い
た
。
晋

国
地
区
の
農
耕
条
件
は
と
て
も
良
く
、
商
業
が

発
達
し
て
、
「三
家
晋
を
分
け
た
」
後
、
韓

・

趙

・
魏
各
国
は
、
制
度
、
習
慣
お
よ
び
文
化
等

の
面
で
伝
統
を
重
ん
じ
具
体
的
で
功
利
的
な
社

会
心
理
を
形
成
し
、
法
家
思
想
の
繁
栄
お
よ
び

法
制
定
の
迅
速
な
発
展

に
ふ
さ
わ
し
い
文
化
的
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背
景
と
社
会
条
件
を
提
供
し
た
。
春
秋
戦
国
の

時
期
は
、
軍
事
征
伐
に
伴
う
、
地
域
や
民
族
間

の
制
度
、
習
俗
、
文
化
、
思
想
方
面
の
交
流
や

衝
突
が
、中
国
文
化
の
全
面
的
進
歩
を
推
進
し
、

こ
の
進
歩

の
潮
流
に
対
し
法
律
思
想
や
法
律
制

度
は
急
速
な
進
展
を
み
た
。

魏
晋
南
北
朝
時
代
は
中
国
歴
史
上
二
度
目
の

法
律
の
発
展
に
伴
う
交
流
と
融
合
の
時
代
で
あ

る
。
二
二
〇
年
曹
魏
王
朝
の
成
立
か
ら
五
八
九

年
南
陳
の
滅
亡
に
至
る
魏
晋
南
北
朝
時
代
に
、

中
国
社
会

は
民
族
融
合
と
地
域
交
流
の
段
階
を

さ
ら
に
推

し
進
め
た
。
本
書
の
著
者
は
次
の
よ

う
に
提
示
す
る
。
「こ
の
時
代
は
、
中
国
の
封
建

社
会
の
歴
史
に
お
い
て
、
政
治
や
経
済
の
大
変

動
と
民
族

の
大
移
動
が
あ
っ
た
時
代
で
あ
る
。

そ
れ
に
呼
応
し
て
、
中
国
の
封
建
法
律
制
度
の

諸
領
域
は
大
き
な
変
化
に
見
舞
わ
れ
、
階
唐
以

後

の
封
建
法
律
制
度

の
発
展
の
方
向
を
決
定

ぞ
　

し
た
」。
魏
晋
時
代
は
法
律
の
発
展
に
勢
い
が
あ

り
、
法
律
理
論
、
法
律
原
則
、
法
律
制
度
、
立

法
技
術
等

の
面
で
、
お
し
な
べ
て
重
要
な
進
歩

を
遂
げ
た
。
だ
が
同
時
に
、
魏
晋
の
時
代
は
老

荘
思
想
が
興
り
始
め
、
俗
事
か
ら
遠
ざ
か
り
清

談
を
崇
め
、
「老
荘
の
道
徳
的
な
風
潮
の
始
ま

り
」
が
政
治
や
法
律
の
領
域
に
重
大
な
影
響
を

及
ぼ
し
た
。
と
り
わ
け
東
晋
政
権
お
よ
び
南
朝

の
各
歴
代
王
朝
は
、
華
美
、
浮
薄
で
実
少
な
く
、

進
取
の
気
性
が
現
れ
ず
、
法
制
建
設
の
面
で
は

基
本
的
に
旧
制
を
維
持
し
た
ま
ま
新
し
い
創
造

に
は
至
ら
な
か
っ
た
。
こ
れ
と
比
較
し
て
、
北

方
の
少
数
民
族
は
中
原
に
進
入
し
て
後
、
新
政

権
の
確
立
と
同
時
に
、
そ
の
質
実
で
実
務
的
な

自
強
不
息
の
精
神
を
も
っ
て
、
漢
族
の
先
進
的

な
儒
家
文
化
を
吸
収
し
た
。
私
の
理
解
に
よ
れ

ば
、
そ
の
民
族
特
有
の
伝
統
と
相
結
合
す
る
こ

と
で
、
旺
盛
な
創
造
の
精
神
が
育
ま
れ
、
包
容

的
特
徴
を
有
し
た
新
た
な
法
律
体
系
の
確
立
が

始
ま
っ
た
。
本
書
の
著
者
は
こ
う
述
べ
る
。
「南

朝
社
会
の
政
治
、
経
済
状
況
が
南
朝
の
法
制
の

発
展
す
る
方
向
を
決
定
し
た
。
腐
敗
し
た
士
族

集
団
は
法
学
を
軽
視
す
る
ば
か
り
か
、
"刀
筆
"

(文
書
を
作
成
す
る
こ
と
)を
潔
し
と
し
な
か
っ

た
。
彼
ら
は
南
朝
の
法
律
を
旧
態
依
然
と
し
た

も
の
に
し
、
基
本
的
に
は
晋
律
の
踏
襲
を
中
心

と
し
、
梁
や
陳
は
律
を
二
度
改
め
た
も
の
の
、

そ
の
法
律
の
内
容
に
大
き
な
刷
新
は
み
い
だ
せ

　
ら
　

な

い
」
。
ま

さ

に
地
域

交
流

と

民
族
融

合

と

い
う

社

会
背

景

に

よ

っ
て
、
北

朝

政
権

は
中

国

の
法

律
を
秦
漢
の
初
歩
的
状
況
か
ら
階
唐
の
豊
富
か

つ
整
合
性
を
有
す
る
段
階

へ
と
継
承
し
発
展
さ

せ
る
掛
け
橋
的
な
役
割
を
担
い
、
東
晋
や
南
朝

の
法
律
制
度
は
ほ
ぼ
停
滞
時
期
を
迎
え
る
。
つ

ま
り

「地
域
交
流
と
民
族
融
合
」
が
中
華
法
体

系
の
継
続
発
展
を
直
接
に
推
進
し
た
の
で
あ
る
。

清
朝
末
期
お
よ
び
民
国
初
年
は
中
国
の
歴
史

上
三
度
目
の
法
律
の
発
展
に
伴
う
交
流
と
融
合

の
時
期
で
あ
る
。
『中
国
法
制
通
史
』
第
九
巻

『清
末
・中
華
民
国
』

は
こ
の
時
期
に
お
け
る
中

国
の
法
律
の
重
大
な
変
革
を
全
面
的
に
論
じ
て

い
る
。
こ
れ
以
前
の
中
国
の
歴
史
に
お
け
る
社

会
の
変
遷
と
制
度
変
革
の
様
相
と
は
異
な
り
、

一
九
世
紀
末
期
、
清
政
府
が
直
面
し
た
の
は
列

強
諸
国
の
侵
入
で
あ
り
中
国
社
会
の
全
面
的
危

機
で
あ
る
。
し
か
る
に
法
制
変
革
に
即
し
て
言

え
ば
、
そ
れ
が
依
拠
し
た
背
景
に
は
法
律
自
身

の
進
化
要
求
が
あ
り
、
ま
た
外
国
勢
力
の
圧
力

が
含
ま
れ
る
。著
者
は
次
の
よ
う
に
提
示
す
る
。

「中
国
の
法
律
の
近
代
化
に
は
、法
律
自
身
の
発

展
を
導
く
論
理
的
な
動
因
が
あ
り
、
ま
た
列
強

諸
国
に
よ
る
外
部
推
進
力
も
あ
っ
て
、
そ
う
し

て
最
終
的
に
は
立
法
者

に
よ
り
、
中
国
の
伝
統

的
な
法
律
と
西
洋
の
近
代
的
な
法
律
の
比
較
を
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通
し
て
、
し
か
も
法
律
体
制
が
創
作
し
た
新
た

な
選
択
を
通
じ
て
体
現
さ
れ
た
」。
こ
の
選
択
の

過
程
で
、
中
国
の
近
代
立
法
者
は
外
部
圧
力
を

消
滅
し
、
内
部
危
機
を
取
り
除
く
と
い
う
二
重

の
任
務
を
負

っ
た
。
こ
の
目
的
に
基
づ
い
て
、

立
法
者
は
中
国
の
文
化
環
境
で
長
期
間
の
発
展

を
続
け
形
成
さ
れ
る
に
至

っ
た
政
治
的
芸
術
を

運
用
し
、
独
自
の
特
色
あ
る
処
理
原
則
を
確
立

し
た
。
著
者
は
、
こ
う
言
う
。
「中
国
社
会
は
特

に
伝
統
を
重
ん
じ
る
社
会
で
あ
る
。
法
律
自
身

に
即
し
て
い
え
ば
、
中
国
に
お
け
る
法
律
の
近

代
化
の
鍵

は
、
同
時
に
法
律
の
近
代
化
の
難
点

で
も
あ
り
、
つ
ま
り
そ
れ
は
、
西
洋
に
お
け
る

法
律
の
精
神
と
中
国
に
お
け
る
法
律
の
伝
統
の

間
の
関
係
を
解
決
す
る
こ
と
に
帰
結
す
る
。
中

国
社
会
に

つ
い
て
言
え
ば
、
西
洋
の
法
律
の
精

神
と
中
国

の
法
律
の
伝
統
と
は
単
純
な
優
劣
や

是
非
の
問
題
で
は
な
い
。
…
…
制
度
と
文
化
に

は
人
文
精
神
の
内
容
が
有
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ

は
現
代

の
最
新
レ
ベ
ル
の
進
歩
性
を
体
現
す
る

と
同
時
に
、
特
定
社
会
と
協
調
的
な
包
容
力
を

有
し
て
い
る
べ
き
で
あ
る
。
「先
進
性
は
決
し
て

適
当
で
具
合
が
い
い
と
は
限
ら
な
い
」
。特
定
の

文
化
背
景
を
も
つ
社
会
で
は
、
適
応
し
た
環
境

と
社
会
秩
序
が
必
要
だ
。
二
種
類
の
制
度
と
文

化
が
交
流
、
融
合
し
て
い
る
場
合
、
衝
突
と
抵

触
の
発
生
は
免
れ
え
な
い
。
適
当
で
具
合
が
良

く
、
双
方
が
矛
盾
を
き
た
さ
な
い
部
分
を
選
び

定
め
、
新
し
い
タ
イ
プ
の
制
度
と
本
来
の
社
会

と
の
双
方
の
衝
突
と
摩
擦
を
最
小
限
に
お
さ
え

る
。
1

こ
の
こ
と
が
法
律
を
近
代
化
す
る
上

　
　
　

で
最
初
に
解
決
が
望
ま
れ
る
問
題
で
あ
る
」。

以
下
、
『中
国
法
制
史
』
各
巻
の
内
容
を
簡
単

な
が
ら
紹
介
す
る
こ
と
に
す
る
。

第

一
巻

『夏
商
周
』
(全
五
章
)
、
蒲
堅
主
編
。

夏
、
商
、
西
周
、
春
秋
時
代
の
法
律
制
度
の
考

察
の
他
に
、
特
別
に
章
を
設
け
て
中
国
法
律
の

起
源
を
論
じ
る
。
本
巻
第

一
章
は

「中
国
法
律

の
起
源
」
で
あ
り
、
古
今
の
法
律
起
源
説
の
評

論
、
氏
族
戦
争
と

「刑

ハ
兵
二
始

マ
ル
」、
考
古

資
料
と
法
律
起
源
、
中
西
法
律
起
源
の
比
較
、

「刑
」
「法
」
「律
」
の
字
の
変
化
と
そ
の
意
義
等

の
内
容
を
含
む
。

第
二
巻

『戦
国

・
秦
漢
』
(全

一
九
章
)、
徐

世
虹
主
編
。
本
巻
は
三
つ
の
部
分
に
分
か
れ
て

お
り
、
そ
の
中
身
は
戦
国
時
代
の
各
国
法
律
制

度
、
秦
朝
の
法
律
制
度
、
漢
朝
の
法
律
制
度
で

あ
る
。内
容
は
戦
国
時
代
の
法
律
文
化
の
背
景
、

封
建
官
僚
体
制
形
成
期
の
法
制
建
設
、
立
法
思

想
、
法
律
形
式
、
刑
事
、
行
政
、
民
事
、
経
済
、

訴
訟
、
監
獄
管
理
等

の
法
規
に
ま
で
及
ん
で
い

る
。第

三
巻

『魏
秦
南
北
朝
』
(全

=
二
章
)、
喬

偉
主
編
。
本
巻
は
魏
晋
法
律
制
度
の
基
本
的
内

容
お
よ
び
南
北
朝
時
代
の

「地
域
交
流
と
民
族

融
合
」
を
通
じ
た
法
律
制
度
に
お
け
る
新
成
果

を
重
点
的
に
論
じ
る
。
初
め
に
曹
魏
、
蜀
漢
、

東
呉
、
西
晋
、
東
晋

の
法
律
制
度
を
そ
れ
ぞ
れ

考
察
し
、
次
に
十
六
国
地
域
、
劉
宋
、
南
斉
、

南
梁
、
南
陳
、
北
魏
、
北
斉
、
北
周
の
法
律
制

度
、
と
り
わ
け
北
朝

の
北
魏
、
北
斉
、
北
周
政

権
が
秦
漢
以
来
吸
収
し
た
法
制
の
成
果
や
、
南

北
法
律
の
精
華
を
融
合
し
て
法
制
建
設
面
に
創

出
し
た
重
要
成
果
に
対
し
て
比
較
的
詳
細
に
分

析
を
施
す
。

第
四
巻

『階
唐
』
(全

一
六
章
)
、
陳
鵬
主
編
。

本
巻
は
階
朝
の
法
制
が
、
過
去
と
未
来
の
掛
け

橋
と
し
て
法
律
発
展

の
推
進
作
用
と
な
っ
た
作

用
を
重
点
的
に
論
じ
る
。
本
巻
は
唐
朝
の
法
制

を
、
立
法
思
想
と
立
法
活
動
、
刑
事
法
律
、
行

政
法
律
、
経
済
法
律
、
民
事
法
律
、
婚
姻
家
庭

法
律
、
司
法
制
度
等

の
面
か
ら
、
詳
細
か
つ
深
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く
掘
り
下
げ
て
考
察
す
る
。本
巻
第

一
三
章
「唐

律
の
特
徴
お
よ
び
そ
の
歴
史
的
地
位
」
で
は
、

近
年
国
内
外
の
学
者
、
特
に
国
内

の
多
く
の
若

手

・
中
堅
学
者
が
新
し
い
法
学
理
論
と
研
究
方

法
を
運
用
し
て
、
新
し
い
視
点
か
ら
中
国
歴
史

上
に
お
け
る
唐
朝
法
律
の
位
置
と
価
値
に
つ
い

て
施
し
た
貴
重
な
検
討
を
ま
と
め
る
。
本
巻
は

他
に
も
立
法
概
況
、
法
律
内
容
、
司
法
制
度
の

三
方
面
よ
り
五
代
時
代
の
法
律
制
度
を
紹
介
す

る
。第

五
巻

『宋
』
(全
七
章
)、
張
晋
藩
、
郭
成

偉
両
氏
に
よ
る
共
同
主
編
。
本
巻

は
宋
朝
お
よ

び
遼
金
法
律
制
度
の
内
容
、
特
徴
お
よ
び
作
用

を
系
統
的

に
考
察
す
る
。注
目
に
値
す
る
の
は
、

著
者
が
宋
朝
の
士
大
夫
を

一
種
の
社
会
集
団
と

み
な
し
、
宋
朝
の
文
化
精
神
を
代
表
す
る
士
大

夫
の
法
律
思
想
を
特
別
に
論
じ
て
い
る
こ
と
だ
。

著
者
は
次
の
よ
う
に
提
示
す
る
。
「
一
〇
世
紀
末

か
ら

=
二
世
紀
中
期
に
か
け
て
中
華
古
代
帝
国

の
土
壌
に
は
、
四
書
五
経
を
多
読
し
、
厳
か
で

博
識
が
あ
り
、
詩
を
吟
じ
律
令
に
通
じ
た
、
官

吏
の
職
能
を
も
つ
知
識
階
級
が
出
現
し
、
歴
史

上

"士
大
夫
"
と
称
さ
れ
る
。
こ
の
集
団
は

一

身
に
文
章
、
経
書
、
官
職
を
兼
ね
て
、
行
政
、

司
法
、

教
化

に
通

じ

て
お

り
、
彼

ら

は
文
化

上

の
儒
教

、
仏
教

、
道

教

の
精

華

を
体
得

し
、

仏

教

と
道

教

を
融

合

さ

せ
、
仏

教

か
ら
儒

教

を
解

釈

し
、
"
民

は
胞

、
物

は
与

"
(民

は
吾

が
同
胞

、

物

は
吾

が
友

)

の
救
済

精
神

に
基

づ

い
て
、

そ

の
言
論

は
世

の
過

ち
を

適
切

に
批

判

し
、

そ

の

行

動

は
世

の
不
足

を
補

っ
た
。
"
こ
の
天
下

、

一

人
と

い

へ
ど

も
、

我
往

か

ん
"

の
精
神

信
念

を

尊

び
、
"
楽

し
む

も
天
下

を

も

っ
て

し
、
憂

え

る

も
天
下

を

も

っ
て
し

"
、
中
華

文

明

の
真

の
精

神

　フ
　

を
構
築

し

た

の
で
あ

る
」
。

第
六

巻

『
元
』

(全

六
章

)
、
韓

玉

林
主
編

。

本

巻

は
元
朝

の
行

政
法

、
刑

法
、

経

済
法

、
民

法

、
司

法
制
度

等

を
系

統
的

に
考

察

す

る
。
著

者

は
元

朝
法
律

の
主

な
特
徴

に
次

の
三
点

が
あ

る
と

す
る
。
「第

一
に
、
法
典

中

に

は

モ

ン
ゴ

ル

の
伝
統

を
有

す

る
刑
制

な

ど

の
法

律

内
容

が
増

え

て

い
る
。

法
律

適
用

上

で
は
、
南

方

と
北
方

が
制
度

を
異

に
し
、
"蒙

古

、
色

目
人

は
各

民
俗

に
依

る
"

と
あ

り
、
多

元

的
な
特

徴

を
有

し

て

い
る
。

第

二

に
、

法
典

中

に

は
民
族

等
級

の
区

分

、

民
族

差

別

、

民
族

抑

圧

の
内

容

が
増

え

、

濃

厚

な
民
族

的
色

彩

を
有

し

て

い
る
。
第

三

に
、

法
典
中

に
は
元
代

社
会

の
現
実

生
活

を

反
映

し

た
内

容

が
増

え

て

い
る
。
例

え
ば

"
投

下

"
(諸

王

、
副
馬

、
功
臣

に
従

属

す

る
下

役

)
、
"
躯

口
"

(奴

僕
)
等

が
あ

り
、
非

常

に
実
際

的

で
あ

り
対

　　
　

抗
的
な
特
徴
を
有
す
る
」。

第
七
巻

『明
』
(全
六
章
)、
張
晋
藩
、
懐
孝

鋒
両
氏
に
よ
る
共
同
主
編
。
本
巻
の
章
内
訳
は

第

一
章
立
法
概
況
、
第

二
章
行
政
法
律
、
第
三

章
民
事
法
律
、
第
四
章
経
済
法
律
、
第
五
章
刑

法
、
第
六
章
司
法
制
度

で
あ
る
。
同
時
代
の
西

洋
社
会
の
進
歩
と
法
律

の
発
展
状
況
に
関
す
る

比
較
を
通
し
て
、
著
者

は
次
の
よ
う
に
提
示
す

る
。
「閉
鎖
と
保
守
が
中
国
の
法
制
を
西
洋
先
進

国
家
よ
り
遅
れ
た
も

の
に
し
た
」、
「中
国
の
古

代
法
制
は
閉
鎖
的
な
環
境
下
で
独
自
に
形
作
ら

れ
発
展
を
し
、
…
…
そ
の
没
落
と
腐
敗
も
ま
た

閉
鎖
的
な
環
境
下
で
進
行
し
た
。
し
た
が
っ
て

最
低
限
の
内
省
と
自
覚
さ
え
欠
如
し
て
い
る
。

明
朝
の
法
制
を
例
に
と
れ
ば
、
『大
明
律
』
は
社

会
の
発
展
に
必
要
な
新
し
い
内
容
を
い
く
つ
か

有
し
て
い
る
も
の
の
、
や
は
り
純
粋
な
封
建
法

典
の
完
成
態
に
過
ぎ
ず
、
あ
る
方
面
に
至
っ
て

　　
　

は
、

七
百

年
前

の
唐
律

よ

り
後

れ

て

い
る
」
。

第

八
巻

『清

』
(全

二
七
章

)
、
張

晋
藩

主
編

。

著
者

は
、

こ
う

言

う
。

「
中

国

の
法

律
発

展

史
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上
、
清
朝

の
法
律
は
そ
の
完
備
性
と
い
う
特
徴

で
有
名
で
あ
る
」。
「清
朝
は
最
後
の
封
建
王
朝

で
あ
り
、
二
千
年
近
い
発
展
を
経
た
た
め
、
封

建
法
制
は
強
固
に
継
承
さ
れ
、
相
当
に
整
合
性

が
あ
る
。
法
律
体
系
を
み
て
も
、
刑
法
、
民
法
、

行
政
法
、
訴
訟
法
、
監
獄
法
等
そ
れ
ぞ
れ
の
部

門
法
が
、
全
体
的
か
つ
系
統
的
に
法
律
体
系
を

構
成
す
る
。
立
法
の
具
体
的
内
容
を
み
て
も
、

広
範
で
あ
る
ば
か
り
か
、
清
朝
の
社
会
実
態
と

民
情
に
非
常
に
適
合
的
で
あ
る
。
司
法
制
度
面

を
み
て
も
、
手
続
き
が
整
合
的
で
あ
り
、
審
査

が
厳
格
で
、立
法
審
査
と
死
刑
の
再
審
理
は
い
っ

そ
う
制
度
化
、
法
律
化
さ
れ
て
い
る
。
特
に
統

一
多
民
族
国
家
の
条
件
に
適
合
し
て
お
り
、
清

朝
は
辺
境
の
少
数
民
族
居
住
地
区
に
も
適
合
的

な
法
律

(『蒙
古
律
令
』
『回
彊
則
例
』
等
)
を

制
定
し
て
お
り
、
封
建
国
家
の
民
族
立
法
は
前

　　
　

代

未
聞

の
域

に
達

し

て

い
る
」
。

第
九

巻

『清

末

・
中

華

民

国
』

(全

二
七
章

)
、

朱

勇
主
編

。
本

巻

は
清

朝

末

年

(
一
八

四
〇

1

一
九

一
二
)

と
中
華

民

国

(
一
九

一
ニ

ー

一
九

四
九
)

に
お
け

る
法

律

の
発

展

を
重
点

的

に
論

じ

る
。
著
者

は
、

こ
う
提

示
す

る
。

「近
代
中

国

で

は
、
中

国
と

ヨ
ー

ロ

ッ
パ

の
文

化

が
交
流

し
、

思
想
理
論
が
活
性
化
し
、
政
治
闘
争
が
活
発
化

し
た
社
会
全
体
を
バ
ッ
ク
に
、
思
想
家
か
ら
政

治
家
ま
で
、
次
々
と
国
家
の
法
制
建
設
に
対
し

て
自
ら
の
青
写
真
を
提
示
し
た
」。
「概
括
す
れ

ば
百
年
間
に
出
さ
れ
た
法
案
で
比
較
的
典
型
的

な
意
義
を
有
し
、
か
つ
実
施
を
み
た
も
の
は
主

に
次
の
六
プ
ラ
ン
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
歴
史
時

期
を
異
に
す
る
太
平
天
国
、
洋
務
派
、
維
新
派
、

沈
家
本
お
よ
び
清
末
法
制
改
革
派
、
孫
文
お
よ

び
国
民
党
、
革
命
根
拠
地
期
の
共
産
党
と
い
う

各
社
会
集
団
よ
り
提
出
さ
れ
た
。
こ
の
六
プ
ラ

ン
の
提
出
者
た
ち
は
、
太
平
天
国
前
期
の
指
導

者
が
狭
隆
な
農
民
意
識
や
政
権
奪
取
の
政
治
的

配
慮
に
と
ら
わ
れ
て
、
形
式
と
内
容
の
両
面
で

非
先
進
的
で
あ
っ
た
の
を
例
外
と
し
て
、
い
ず

れ
も
別
の
角
度
か
ら
、
さ
ま
ざ
ま
な
社
会
の
力

量
に
よ
る
国
家
の
命
運
に
つ
い
て
の
憂
慮
と
思

考
を
表
し
て
お
り
、
法
律
自
身
の
進
歩
を
促
し

進
め
よ
う
と
願
望
し
、
さ
ら
に
進
ん
で
制
度
の

進
歩
を
深
化
さ
せ
、社
会
の
進
歩
を
推
進
し
て
、

富
国
強
兵
を
実
現
、列
強
の
侵
略
を
防
備
し
て
、

中
華
帝
国
や
中
華
文
明
の
世
界
に
お
け
る
指
導

的
な
地
位
を
保
持
し
よ
う
と
し
た
。
種
々
の
原

因
に
よ
り
、
彼
ら
が
描
い
て
み
せ
た
青
写
真
と

目
的
は
未
だ
完
全
に
は
実
現
を
み
て
い
な
い
が
、

た
だ
法
律
自
身
に
即
し
て
言
え
ば
、
ま
さ
に
異

な
る
プ
ラ
ン
は
徐
々
に
実
施
さ
れ
、
程
度
の
差

ムら

は
あ
れ
中
国
の
法
律

の
進
歩
を
促
進
し
た
」
。

第
十
巻

『新
民
主
主
義
政
権
』
(全
五
三
章
)、

張
希
披
主
編
。
著
者

は
、
こ
う
提
示
す
る
。
「新

民
主
主
義
政
権
の
法
制
史
と
は
、
す
な
わ
ち
中

国
共
産
党
が
人
民
を
指
導
し
、
新
民
主
主
義
革

命
期
に
革
命
根
拠
地
で
人
民
民
主
法
制
を
創
設

し
た
、
人
民
民
主
法
制
の
誕
生
と
発
展
の
歴
史

　ユ

で
あ
る
」
。本
巻
は

一
九
二
一
年
中
国
共
産
党
の

成
立
か
ら

一
九
四
九
年
中
華
人
民
共
和
国
の
成

立
ま
で
、
こ
の
歴
史
段
階
に
お
け
る
新
民
主
主

義
政
権
の
法
律
制
度

(行
政
法
、
土
地
法
、
労

働
法
、
婚
姻
継
承
法
、
財
政
経
済
法
、
刑
法
、

司
法
制
度
、
調
停
制
度
、
監
獄
制
度
等
を
含
む
)

を
全
面
的
に
論
じ
る
。

千
慮
の

一
失
。
本
書
に
も
残
念
で
不
足
な
点

が
存
在
す
る
。史
料
操
作
の
面
を
例
に
と
る
と
、

『晴
書
・刑
法
志
』
に
北
周
法
律
に
つ
い
て
次
の

記
載
が
あ
る
、
「も
し
復
讐
す
る
場
合
は
、
法
律

上
の
手
続
き
を
し
た
上
で
、
み
ず
か
ら
仇
を
こ

ろ
し
て
も
罪
に
は
な
ら
な
い
」。
本
書
の
解
釈
に

よ
る
と

「報
復
の
罪
を
犯
し
た
者
は
其

の
罪
が
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す

こ
ぶ

る
重

く

、
報
復

者

は
自

死

に
処

せ
ら

れ

　お
　

た
」
と
あ
る
。
北
周
の
歴
史
に
は
、
仇
討
ち
を

許
可
し
た
前
期
と
、
復
讐
、
殺
人
を
禁
じ
た
後

期
と
い
っ
た
プ
ロ
セ
ス
が
確
実
に
存
在
す
る
。

た
だ
、
当
該
箇
所
の
史
料
に
記
載
さ
れ
て
い
る

こ
と
は
、
法
的
な
条
件
が
あ
れ
ば
復
讐
を
許
可

す
る
と
い
う
規
定
な
の
で
あ
っ
て
、
明
ら
か
に

著
者
は
こ
の
部
分
の
史
料
を
誤
読
し
て
い
る
。

「地
域
交
流
と
民
族
融
合
」
に
中
国
の
法
律
を

発
展
さ
せ
る
動
因
を
見
出
し
、
中
国
法
律
の
進

歩
の
軌
跡

を
論
ず
る
、
こ
れ
が

『中
国
法
制
通

史
』
の
学
術
面
に
お
け
る
価
値
あ
る
特
徴
で
あ

る
。
新
し

い
領
域
の
開
拓
か
ら
現
在
あ
る
学
術

的
成
果
を
系
統
的
に
総
括
し
た

『中
国
法
制
通

史
』
は
、
世
紀
の
分
か
れ
目
に
あ
る
中
国
法
制

史
学
の

一
里
塚
的
な
作
品
と
称
し
て
よ
い
だ
ろ

う
。
わ
れ
わ
れ
は
二

一
世
紀
の
中
国
法
制
史
学

に
更
に
多
く
の
優
れ
た
新
し
い
作
品
が
う
ま
れ

る
こ
と
を
期
待
す
る
。

注(
　
>

社

、

〈
2
>

『中
国
法
制
通
史
』
第

一
巻
、
法
律
出
版

一
九
九
九
年
、

四
頁
。

同
右
、
第

二
巻
、
二
頁
。

ム ム ム ム バ ム ム ム ム ム ム
131211109876543
VVVVVVVVVVV

『漢

書

・
地

理
志

下

』
。

『中

国

法
制

通

史

』
第

三
巻

、

一
頁

。

同
右

、

第

三
巻

、

三

四
〇

頁

。

同
右

、

第
九

巻

、

三

頁
。

同
右

、

第

五
巻

、

五

二
頁

。

同
右

、

第
六

巻

、

二
頁

。

同
右

、

第

七
巻

、

一
四
頁

。

同
右

、

第

八
巻

、

三

頁
。

同
右

、

第
九

巻

、

二
頁

。

同
右

、

第
十

巻

、

一
頁
。

同
右

、

第

三
巻

、

六

〇
〇

頁

。

(邦
訳

永
岡
克
幸
)
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